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独立行政法人大学評価・学位授与機構保有個人情報開示等取扱規則
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第１章 総則

（目的）

第１条 この規則は、独立行政法人大学評価・学位授与機構（以下「機構」という。）に

おける保有個人情報の開示、訂正及び利用停止（以下「保有個人情報開示等」とい

う。）の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（法令との関係）

第２条 この規則に定めのない事項については、独立行政法人等の保有する個人情報の保

護に関する法律（平成１５年法律第５９号。以下「法」という。）その他関係法令の定

めるところによる。

（定義）

第３条 この規則における用語の意義は、法第２条に定めるところによる。

２ この規則において「各部課等」とは、監査室並びに管理部及び評価事業部の各課並び

に研究開発部をいう。

（個人情報保護窓口）

第４条 機構に、法第４６条第１項の規定に基づき、保有個人情報の開示の請求等に関す

る相談、案内、受付等を行う個人情報保護窓口を設置する。

２ 前項に定める個人情報保護窓口は、管理部総務企画課に置く。

第２章 開示

（開示請求）

第５条 保有個人情報の開示を請求しようとする者（以下「開示請求者」という。）は、

保有個人情報開示請求書（第１号様式。以下「開示請求書」という。）を個人情報保護

窓口に提出して行わなければならない。

２ 前項により開示を請求する場合は、開示請求者は、当該開示請求に係る保有個人情報

の本人又は本人の法定代理人であることを示す書類を提示又は提出しなければならない。
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（開示請求書の補正）

第６条 前条により提出された開示請求書に形式上の不備があるときは、個人情報保護窓

口において開示請求者に参考となる情報を提供して、その補正を求めることができる。

（開示請求書の写しの交付）

第７条 個人情報保護窓口において開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求

書の写しを交付するものとする。

（開示請求書の写しの送付）

第８条 個人情報保護窓口において開示請求書を受理したときは、当該保有個人情報を管

理する各部課等の長に開示請求書の写しを送付するものとする。

（開示等の検討）

第９条 各部課等の長は、前条により開示請求書の写しの送付を受けたときは、当該保有

個人情報の開示（部分開示を含む。以下同じ。）又は不開示（法第１７条の規定による

開示請求の拒否及び当該開示請求に係る保有個人情報を保有していない場合を含む。以

下同じ。）を検討し、その結果を機構長に報告するものとする。

２ 機構長は、前項の報告を受けて開示又は不開示（以下「開示等」という。）の検討を

行うに当たっては、必要に応じて、機構企画調整会議（以下「企画調整会議」とい

う。）に意見を求めるものとする。

（開示等の決定）

第１０条 機構長は、第６条に定める補正に要した日数を除き、開示請求があった日から

３０日以内に保有個人情報の開示等の決定を行うものとする。

（開示等の決定通知）

第１１条 機構長は、保有個人情報の開示等の決定を行ったときは、保有個人情報開示決

定通知書（第２号様式）又は保有個人情報不開示決定通知書（第３号様式）により、当

該開示請求者に通知しなければならない。

（開示等の決定通知の写しの送付）

第１２条 機構長は、前条の開示等の決定を通知したときは、当該保有個人情報を管理す

る各部課等の長に開示等の決定通知の写しを送付するものとする。

（開示等の決定期限の延長）

第１３条 機構長は、法第１９条第２項の規定により開示等の決定を更に３０日以内の期

間で延長するときは、保有個人情報開示決定延期通知書（第４号様式）により当該開示

請求者に通知しなければならない。

第１４条 機構長は、法第２０条の規定により開示請求に係る保有個人情報のうちの相当

の部分を除く残りの保有個人情報について、開示等の決定の期間を延長するときは、保

有個人情報開示決定特例延期通知書（第５号様式）により当該開示請求者に通知しなけ

ればならない。

（開示請求に関する事案の移送）

第１５条 機構長は、法第２１条第１項又は法第２２条第１項の規定により事案を他の独

立行政法人等又は行政機関の長に移送するときは、保有個人情報の開示請求に関する事

案の移送について（第６号様式）に必要書類を添付のうえ移送するものとする。

２ 機構長は、前項により事案を移送したときは、保有個人情報の開示請求に関する事案
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の移送通知書（第７号様式）により当該開示請求者に通知しなければならない。

（第三者の意見聴取等）

第１６条 機構長は、法第２３条第１項の規定により第三者から意見を聴取しようとする

ときは、第三者に係る保有個人情報の開示請求に関する通知書（第８号様式）により当

該第三者に通知し、保有個人情報の開示に関する意見書（第１０号様式。以下この条に

おいて「意見書」という。）により意見を聴取するものとする。

２ 機構長は、法第２３条第２項の規定により第三者から意見を聴取しなければならない

ときは、第三者に係る保有個人情報の開示請求に関する通知（第９号様式）により当該

第三者に通知し、意見書により意見を聴取するものとする。

３ 機構長は、法第２３条第３項の規定により第三者の意に反して開示するときは、第三

者に係る保有個人情報開示決定通知書（第１１号様式）により当該第三者に通知しなけ

ればならない。

（開示の実施）

第１７条 第１１条の規定により保有個人情報の開示を受ける者は、その求める開示の実

施の方法等について、開示の実施方法等申出書（第１２号様式）により個人情報保護窓

口へ申し出なければならない。

２ 保有個人情報の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的

記録については別表左欄の種別に応じて、同表右欄に規定する開示の実施方法のいずれ

かにより行うものとする。

第１８条 機構内での閲覧による保有個人情報の開示を実施する場合は、原則として個人

情報保護窓口において実施するものとする。ただし、保有個人情報を移動すると汚損の

危険性がある場合等には、当該保有個人情報を保有する各部課等において実施できるも

のとする。

（手数料）

第１９条 開示請求手数料の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文

書１件につき３００円とし、機構の指定する銀行口座への振込み又は現金により納付す

る。

２ 開示請求者が、次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有

個人情報の開示請求を一の開示請求によって行う場合は、開示請求手数料については、

当該複数の法人文書を１件の法人文書とみなす。

一 一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書

二 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書

（移送された事案）

第２０条 法第２１条第２項又は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５８号。以下「行政機関保有個人情報保護法」という。）第２２条第２項

の規定により他の独立行政法人等又は行政機関の長から移送された事案に係る開示等の

検討及び決定並びに開示の実施については、第９条から前条までの規定に準じて行うも

のとする。

２ 機構長は、前項の場合において、移送された事案に係る開示等の決定を行った場合は、

当該移送をした独立行政法人等又は行政機関の長に第１１条の開示等の決定通知の写し
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を送付するものとする。

第３章 訂正

（訂正請求）

第２１条 保有個人情報の訂正（追加又は削除を含む。以下同じ。）を請求しようとする

者（以下「訂正請求者」という。）は、保有個人情報訂正請求書（第１３号様式。以下

「訂正請求書」という。）を個人情報保護窓口に提出して行わなければならない。

２ 前項により訂正を請求する場合は、訂正請求者は、当該訂正請求に係る保有個人情報

の本人又は本人の法定代理人であることを示す書類を提示又は提出しなければならない。

（訂正請求書の補正）

第２２条 前条により提出された訂正請求書に形式上の不備があるときは、個人情報保護

窓口において訂正請求者に参考となる情報を提供して、その補正を求めることができる。

（訂正請求書の写しの交付）

第２３条 個人情報保護窓口において訂正請求書を受理したときは、訂正請求者に訂正請

求書の写しを交付するものとする。

（訂正請求書の写しの送付）

第２４条 個人情報保護窓口において訂正請求書を受理したときは、当該保有個人情報を

管理する各部課等の長に訂正請求書の写しを送付するものとする。

（訂正等の検討）

第２５条 各部課等の長は、前条により訂正請求書の写しの送付を受けたときは、当該保

有個人情報の訂正又は不訂正（以下「訂正等」という。）を検討し、その結果を機構長

に報告するものとする。

２ 機構長は、前項の報告を受けて訂正等の検討を行うに当たっては、必要に応じて、企

画調整会議に意見を求めるものとする。

（訂正等の決定）

第２６条 機構長は、第２２条に定める補正に要した日数を除き、訂正請求があった日か

ら３０日以内に保有個人情報の訂正等の決定を行うものとする。

（訂正等の決定通知）

第２７条 機構長は、保有個人情報の訂正等の決定を行ったときは、保有個人情報訂正決

定通知書（第１４号様式）又は保有個人情報不訂正決定通知書（第１５号様式）により、

当該訂正請求者に通知しなければならない。

（訂正等の決定通知の写しの送付）

第２８条 機構長は、前条の訂正等の決定を通知したときは、当該保有個人情報を管理す

る各部課等の長に訂正等の決定通知の写しを送付するものとする。

（訂正等の決定期限の延長）

第２９条 機構長は、法第３１条第２項の規定により訂正等の決定を更に３０日以内の期

間で延長するときは、保有個人情報訂正等決定延期通知書（第１６号様式）により当該

訂正請求者に通知しなければならない。

第３０条 機構長は、法第３２条の規定により訂正等の決定に特に長期間を要すると認め、

相当の期間内で延長するときは、保有個人情報訂正等決定特例延期通知書（第１７号様
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式）により当該訂正請求者に通知しなければならない。

（訂正請求に関する事案の移送）

第３１条 機構長は、法第３３条第１項又は法第３４条第１項の規定により事案を他の独

立行政法人等又は行政機関の長に移送するときは、保有個人情報の訂正請求に関する事

案の移送について（第１８号様式）に必要書類を添付のうえ移送するものとする。

２ 機構長は、前項により事案を移送したときは、保有個人情報の訂正請求に関する事案

の移送通知書（第１９号様式）により当該訂正請求者に通知するものとする。

（訂正の実施）

第３２条 各部課等の長は、機構長が訂正の決定を行った場合は、当該保有個人情報の訂

正を実施し、当該保有個人情報の訂正実施後は、その旨を機構長に報告するものとする。

（保有個人情報の提供先への通知）

第３３条 機構長は、第２６条による訂正の決定を行った場合において、必要があると認

めるときは、保有個人情報の訂正について（第２０号様式）により当該保有個人情報の

提供先に通知するものとする。

（移送された事案）

第３４条 法第３３条第２項又は行政機関保有個人情報保護法第３４条第２項の規定によ

り他の独立行政法人等又は行政機関の長から移送された事案に係る訂正等の検討及び決

定並びに訂正の実施については、第２５条から前条までの規定に準じて行うものとする。

２ 機構長は、前項の場合において、移送された事案に係る訂正等の決定を行った場合は、

当該移送をした独立行政法人等又は行政機関の長に第２７条の訂正等の決定通知の写し

を送付するものとする。

第４章 利用停止

（利用停止請求）

第３５条 保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下「利用停止」とい

う。）を請求しようとする者（以下「利用停止請求者」という。）は、保有個人情報利

用停止請求書（第２１号様式。以下「利用停止請求書」という。）を個人情報保護窓口

に提出して行わなければならない。

２ 前項により利用停止を請求する場合は、利用停止請求者は、当該利用停止請求に係る

保有個人情報の本人又は本人の法定代理人であることを示す書類を提示又は提出しなけ

ればならない。

（利用停止請求書の補正）

第３６条 前条により提出された利用停止請求書に形式上の不備があるときは、個人情報

保護窓口において利用停止請求者に参考となる情報を提供して、その補正を求めること

ができる。

（利用停止請求書の写しの交付）

第３７条 個人情報保護窓口において利用停止請求書を受理したときは、利用停止請求者

に利用停止請求書の写しを交付するものとする。

（利用停止請求書の写しの送付）

第３８条 個人情報保護窓口において利用停止請求書を受理したときは、当該保有個人情
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報を管理する各部課等の長に利用停止請求書の写しを送付するものとする。

（利用停止等の検討）

第３９条 各部課等の長は、前条により利用停止請求書の写しの送付を受けたときは、当

該保有個人情報の利用停止又は不利用停止（以下「利用停止等」という。）を検討し、

その結果を機構長に報告するものとする。

２ 機構長は、前項の報告を受けて利用停止等の検討を行うに当たっては、必要に応じて、

企画調整会議に意見を求めるものとする。

（利用停止等の決定）

第４０条 機構長は、第３６条に定める補正に要した日数を除き、利用停止請求があった

日から３０日以内に保有個人情報の利用停止等の決定を行うものとする。

（利用停止等の決定通知）

第４１条 機構長は、保有個人情報の利用停止等の決定を行ったときは、保有個人情報利

用停止決定通知書（第２２号様式）又は保有個人情報不利用停止決定通知書（第２３号

様式）により、当該利用停止請求者に通知しなければならない。

（利用停止等の決定通知の写しの送付）

第４２条 機構長は、前条の利用停止等の決定を通知したときは、当該保有個人情報を管

理する各部課等の長に利用停止等の決定通知の写しを送付するものとする。

（利用停止等の決定期限の延長）

第４３条 機構長は、法第４０条第２項の規定により利用停止等の決定を更に３０日以内

の期間で延長するときは、個人情報利用停止等決定延期通知書（第２４号様式）により

当該利用停止請求者に通知しなければならない。

第４４条 機構長は、法第４１条の規定により利用停止等の決定に特に長期間を要すると

認め、相当の期間内で延期するときは、保有個人情報利用停止等決定特例延期通知書

（第２５号様式）により当該利用停止請求者に通知しなければならない。

（利用停止の実施）

第４５条 各部課等の長は、機構長が利用停止の決定を行った場合は、当該保有個人情報

の利用停止を実施し、当該保有個人情報の利用停止実施後は、その旨を機構長に報告す

るものとする。

第５章 異議申立て

（異議申立てに対する措置）

第４６条 機構長は、保有個人情報開示等の決定について異議申立てを受けたときは、必

要に応じて、企画調整会議に意見を求めるものとする。

２ 機構長は、前項による異議申立てを受けて情報公開・個人情報保護審査会に諮問する

ときは、諮問書（第２６号様式）に必要書類を添付のうえ諮問するものとする。

３ 機構長は、前項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問したときは、情報

公開・個人情報保護審査会への諮問に関する通知（第２７号様式）により法第４３条各

号に掲げる者（以下「異議申立人等」という。）に通知しなければならない。

４ 機構長は、異議申立てに対する決定をしたときは、異議申立てに対する決定通知書

（第２８号様式）により異議申立人等に通知しなければならない。
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第６章 雑則

（雑則）

第４７条 この規則に定めるもののほか、保有個人情報開示等に関し必要な事項は、機構

長が別に定める。

附 則

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年３月１３日）

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年３月１２日）

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成２３年３月２８日）

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２３年９月１６日）

この規則は、平成２３年９月１６日から施行する。

附 則（平成２４年７月９日）

この規則は、平成２４年７月９日から施行する。

別表(第１７条関係)

種 別 開示の実施の方法

１ 文書又は図画（２の イ 閲覧

項に該当するものを除 ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧

く。) ハ 複写機により用紙に複写したものの交付（ニで掲げる

方法に該当するものを除く。）

ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

２ 写真フィルム イ 印画紙に印画したものの閲覧

ロ 印画紙に印画したものの交付

３ 録音テープ又は録音 イ 専用機器により再生したものの聴取

ディスク ロ 録音カセットテープに複写したものの交付

４ ビデオテープ又はビ イ 専用機器により再生したものの視聴

デオディスク ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付
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５ 電磁的記録（３の項 イ 用紙に出力したものの閲覧

又は４の項に該当するも ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

のを除く。） ハ 用紙に出力したものの交付（ニに掲げる方法に該当す

るものを除く。）

ニ 用紙にカラーで出力したものの交付

ホ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの

交付

ヘ 光ディスクに複写したものの交付



第 1 号様式（第 5 条関係） 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報開示請求書 
 
 
 独立行政法人 
 大学評価・学位授与機構長 殿 
 
 

請求者氏名
ふりがな

（本人又は法定代理人）： 

                        印 
請求者の住所又は居所： 

〒               
                              

電話番号：（      ）     －        
 
 
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第１３条

第１項の規定により、次のとおり請求します。 
 
開示請求に係る保有個人情
報が記録されている法人文
書の名称その他開示請求に
係る保有個人情報を特定す
るに足りる事項 

 
 
 
 
 

希望する開示の実施方法等 
（※この欄の記入は任意で
す。また、希望どおりにな
らない場合もあります。） 

（※①又は②を○印で囲んでください。） 
① 機構内における開示の実施を希望する。 
  実施の方法：□閲覧     □写しの交付 
  実施希望日１：    年  月  日（ ）   時  分 
       ２：    年  月  日（ ）   時  分 
       ３：    年  月  日（ ）   時  分 
② 写しの送付による開示の実施を希望する。 

 
○本人確認等欄 

１．開示請求者   □本人  □法定代理人 

２．請求者本人確認書類 

□運転免許証  □健康保険被保険者証 □住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又はこれらの書類とみなされる外国人登録証明書注１ 

□その他（              ） 

 ※ 請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写しを添付してください。 

３．本人の状況等（法定代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 

 (ア) 本人の状況 □未成年者（    年  月  日生）  □成年被後見人 
      （ふりがな）                                 

 (イ) 本人の氏名                          

 (ウ) 本人の住所又は居所                      

４．法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示又は提出してください。 

  請求資格確認書類  □戸籍謄本  □登記事項証明書  □その他（         ） 
 
（＊以下は記入不要） 
受理年月日 年  月  日 整理番号  

決定期限 年  月  日 受付担当  
 



【本人確認書類等について】 
 この請求書により保有個人情報の開示を請求する場合は、当該開示請求に係る保有個人情報の

本人又は本人の法定代理人であることを示す下記の書類等のうちいずれかを併せて窓口に提示し、

又は提出してください。 
 
１． 本人が請求する場合の添付書類等（この請求書に記載されている開示請求者の氏名及び

住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されているものに限る。） 
ａ．運転免許証 
ｂ．健康保険の被保険者証 
ｃ．住民基本台帳法第３０条の４４第１項に規定する住民基本台帳カード 
ｄ．出入国管理及び難民認定法第１９条の３に規定する在留カード 
ｅ．日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

第７条第１項に規定する特別永住者証明書 
ｆ．その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、この請求書

により開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの 
 
※ この請求書を当機構に送付して開示を請求する場合には、次に掲げる書類のすべてを添

付して送付してください。 
・ 上記ａ～ｆのいずれかを複写機により複写したもの 
・ 本人の住民票の写し又は上記ａ～ｆの書類に記載された本人であることを示すものと

して当機構の長が適当と認める書類（開示請求をする日前３０日以内に作成されたも

のに限ります。なお、住民票の写しは市町村が発行する公文書であり、その複写物に

よる提出は認められません。） 
 
 
２． 本人の法定代理人が請求する場合の添付書類等 

・法定代理人自身に係る上記１に掲げる書類 
・戸籍謄本（開示請求をする日前３０日以内に作成されたものに限ります。なお、戸籍謄

本その他法定代理人であることを証明する書類は、市町村等が発行する公文書であり、

その複写物による提出は認められません。） 
・その他その資格を証明する書類 

 
※ 開示請求をした法定代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にそ

の資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当機構に届け出てください。（ただし、

「保有個人情報の開示請求に関する事案の移送通知書」による通知を受けた場合は、当該

通知書に記載されている移送先の独立行政法人等又は行政機関の長に届け出てくださ

い。） 
 
 
 
【注１】外国人登録証明書の使用について 

制度変更に伴う経過措置として、中長期在留者又は特別永住者が所持する外国人登録証明書

は、平成２３年政令第４２１号附則第２条により、次に掲げる日まで在留カード又は特別永住

者証明書とみなされるため、当該期限までは本人又は本人の法定代理人であることを示す書類

として引き続き使用可能です。 
①在留カードとみなされる期限（中長期在留者）： 

永住者は平成２７年７月８日、それ以外の者は在留期間の満了の日。ただし平成２４年

７月９日に１６歳未満の場合で１６歳の誕生日の方が早いときは、当該誕生日。これら

のほか、在留資格が「特定活動」の場合は例外あり。 
②特別永住者証明書とみなされる期限（特別永住者）： 

外国人登録証明書に記載されている旧外国人登録法に基づく次回確認（切替）申請期間

の始期である誕生日又は平成２７年７月８日のいずれか遅い日。ただし平成２４年７月

９日に１６歳未満の場合は１６歳の誕生日。 



第２号様式（第１１条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報開示決定通知書 
 
 
 （開示請求者）  様 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
     年  月  日付けで申請のありました保有個人情報の開示の請求については、開示
することに決定しましたので、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１
５年法律第５９号）第１８条第１項の規定により、次のとおり通知します。 

A 開示請求に係る保有個人情報が記録さ
れている法人文書の名称  

B 開示する部分等 

① 開示する部分
 □ 全部開示   □ 部分開示 
② 部分開示の場合、不開示とした部分とその理由 
 
 

C 開示する保有個人情報の利用目的  

D 

開示請求書における希望する開示の実
施方法等について（○印） 
（※開示請求書で、開示の実施方法等に関する

希望を記入した場合） 

① 開示請求書の希望どおりに実施できます。 
 
② 開示請求書の希望とは異なる方法で実施します。 

E 求めることができる開示の実施方法
（○印） 

 
① 機構内における開示の実施 
  （□閲覧    □写しの交付） 
② 写しの送付による開示の実施 
 

F 

機構内における開示を実施する場合、
その日程及び場所 
（※別添の「開示の実施方法等申出書」には、

これらの日のうちから希望する日を選択してく

ださい。） 

①     年  月  日（ ）    時  分
②     年  月  日（ ）    時  分 
③     年  月  日（ ）    時  分 
 
開示実施場所：

G 
写しの送付による開示を実施する場
合、その準備に要する日数及び送付に
要する費用 

  日          円 

＊ この通知があった日から３０日以内に、開示の実施の方法を別添「開示の実施方法等申出書」にご記入の上、
個人情報担当まで提出してください。（ただし、上記項目Ｄの①に○印がついている場合で、開示の実施方
法を変更しないときは、改めて提出する必要はありません。） 

＊ 上記項目Ｂで部分開示とした決定に不服がある場合には、行政不服審査法（昭和３７年法律第１３０号）第
６条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、独立行政法人大学評
価・学位授与機構長に対して異議申立てをすることができます。（なお、決定があったことを知った日の翌日
から起算して６０日以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合には異議申立て
ができなくなります。） 

  また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和３７年法律第１３９号)の規
定により、この決定があったことを知った日から６か月以内に、独立行政法人大学評価・学位授与機構長を被
告として、同法第１２条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、決定が
あったことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過した場合には処分の取消しの訴え
を提起できなくなります。） 

 



第３号様式（第１１条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報不開示決定通知書 
 
 
 
 （開示請求者）  様 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
     年  月  日付けで申請のありました保有個人情報の開示の請求については、開示

しないことと決定しましたので、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５９号）第１８条第２項の規定により、次のとおり通知します。 
 

開示請求に係る保有個
人情報が記録されてい
る法人文書の名称 

 
 
 
 

開示しない理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＊ この決定に不服がある場合には、行政不服審査法（昭和３７年法律第１３０号）第６条の規定により、この

決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、独立行政法人大学評価・学位授与機構長に対

して異議申立てをすることができます。（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内

であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合には異議申立てができなくなります。） 
  また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和３７年法律第１３９号)の規

定により、この決定があったことを知った日から６か月以内に、独立行政法人大学評価・学位授与機構長を被

告として、同法第１２条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、決定が

あったことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過した場合には処分の取消しの訴え

を提起できなくなります。） 
 



第４号様式（第１３条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報開示決定延期通知書 
 
 
 
 （開示請求者）  様 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
     年  月  日付けで申請のありました保有個人情報の開示の請求については、独立

行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第１９条第２項

の規定により、次のとおり決定する期間を延長しましたので通知します。 
 

開示請求に係る保有個人情
報が記録されている法人文
書の名称 

 
 
 
 
 
 

延長後の決定期限 年  月  日 

延長の理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



第５号様式（第１４条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報開示決定特例延期通知書 
 
 
 
 （開示請求者）  様 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
     年  月  日付けで申請のありました保有個人情報の開示の請求については、独立

行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第２０条の規定

により、次のとおり保有個人情報の相当部分を除く残りの部分について、決定期限を延長しまし

たので通知します。 
 

開示請求に係る保有個人情
報が記録されている法人文
書の名称 

 
 
 
 
 

決定期間を延長する残りの
部分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

延長の理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延長後の決定期限 年  月  日 
 
 



第６号様式（第１５条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報の開示請求に関する事案の移送について 
 
 
 
 （移送先機関等の長）  殿 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
    年  月  日付けで申請のありました保有個人情報の開示請求については、独立行政

法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第  条第１項の規定により、下記のとおり事案

を移送しますので、よろしくお取り計らい願います。 
 
 

記 
 

開示請求に係る
保有個人情報が
記録されている
法人文書名 

 
 
 
 
 
 

請求者名等 

氏名： 
 
住所： 
 
 
 
電話番号： 

添付資料等名 

 
 
 
 
 
 
 

備考 

 
 
 
 
 
 
 

 



第７号様式（第１５条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報の開示請求に関する事案の移送通知書 
 
 
 
 （開示請求者）  様 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
    年  月  日付けで申請のありました保有個人情報の開示請求については、独立行政

法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第  条第１項の規定により、次のとおり事案を

移送しましたので通知します。 
 

開示請求に係る保
有個人情報が記録
されている法人文
書の名称 

 
 
 
 
 

移送をした日     年  月  日 

事案の移送先の独
立行政法人等又は
行政機関 

 
 
 
 所在地： 
 
 
 
 ＴＥＬ：（    ）   － 
 

事案の移送をした
理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



第８号様式（第１６条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

第三者に係る保有個人情報の開示請求に関する通知書 
 
 
 （第三者利害関係人）  様 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
 （あなた、貴社等）に関する情報が記録されております下記の法人文書について、独立行政法

人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第１２条の規定により

開示の請求がありましたので通知します。 
 ついては、同法第２３条第１項の規定に基づきご意見を伺いますので、当該保有個人情報を開

示することについてご意見がある場合は、別添「保有個人情報の開示に関する意見書」にご記入

の上、ご提出いただきますようお願いいたします。 
 なお、提出期限までに意見書の提出がない場合は、特にご意見がないものとして取り扱わせて

いただきます。 
 

記 
 
開示請求に係る保

有個人情報が記録

されている法人文

書の名称 

 
 
 
 
 

開示請求年月日 年  月  日 

上記法人文書に記

録されている（あ

なた、貴社等）に

関する情報の内容 

 
 
 
 
 
 
 

意見書提出先 

〒187-8587 東京都小平市学園西町１－２９－１ 
      独立行政法人大学評価・学位授与機構管理部総務企画課 
      TEL：（０４２）３０７－１５００（代表） 
      FAX：（０４２）３０７－１５５２ 

意見書提出期限 年  月  日 

 



第９号様式（第１６条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

第三者に係る保有個人情報の開示請求に関する通知書 
 
 
 （第三者利害関係人）  様 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
 （あなた、貴社等）に関する情報が記録されております下記の法人文書について、独立行政法

人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号。以下「法」という。）

第１２条の規定により開示の請求がありましたので通知します。 
 ついては、法第２３条第２項の規定に基づきご意見を伺いますので、当該保有個人情報を開示

することについてご意見がある場合は、別添「保有個人情報の開示に関する意見書」にご記入の

上、ご提出いただきますようお願いいたします。 
 なお、提出期限までに意見書の提出がない場合は、特にご意見がないものとして取り扱わせて

いただきます。 
 

記 
 
開示請求に係る保

有個人情報が記録

されている法人文

書の名称 

 
 
 
 
 

開示請求年月日 年  月  日 

上記法人文書に記

録されている（あ

なた、貴社等）に

関する情報の内容 

 
 
 
 
 
 
 

規定の適用区分 法第２３条第２項第 号 

上記規定を適用す

る理由 

 
 
 
 
 
 

意見書提出先 

〒187-8587 東京都小平市学園西町１－２９－１ 
      独立行政法人大学評価・学位授与機構管理部総務企画課 
      TEL：（０４２）３０７－１５００（代表） 
      FAX：（０４２）３０７－１５５２ 

意見書提出期限 年  月  日 

 



第１０号様式（第１６条関係） 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報の開示に関する意見書 
 
 
 独立行政法人 
 大学評価・学位授与機構長  殿 
 
 
                    氏名又は名称

（ ふ り が な ）

：                
                    住所又は居所：〒               
                                           
                                           
                    電 話 番 号：（   ）    －      
 
 
     年  月  日付け  第   号で通知のありました保有個人情報の開示について、

下記のとおり意見を提出します。 
 

記 
 

開示請求に係る保有個人情報が

記録されている法人文書の名称 

 
 
 
 
 

上記法人文書を開示することに

ついての意見（該当する番号に

○印を付してください。） 

 
① 開示しても問題はない。 
 
② 開示することにより、支障（不利益）が生じる。 
 具体的に： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その他の意見 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



第１１号様式（第１６条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

第三者に係る保有個人情報開示決定通知書 
 
 
 （反対意見を提出した第三者）  様 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
 あなたに関する情報が記録されております下記の法人文書について、    年  月  日

付け「保有個人情報の開示に関する意見書」によりご意見をいただきましたが、この度開示する

ことと決定しましたので、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５９号）第２３条第３項の規定により、次のとおりお知らせします。 
 

開示請求に係る保有個人
情報が記録されている法
人文書の名称 

 
 
 
 
 

開示決定をした理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開示決定をした日 年  月  日 

開示を実施する日 年  月  日 

 
＊ この決定に不服がある場合には、行政不服審査法（昭和３７年法律第１３０号）第６条の規定により、この

決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、独立行政法人大学評価・学位授与機構長に対

して異議申立てをすることができます。（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内

であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合には異議申立てができなくなります。） 
  また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和３７年法律第１３９号)の規

定により、この決定があったことを知った日から６か月以内に、独立行政法人大学評価・学位授与機構長を被

告として、同法第１２条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、決定が

あったことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過した場合には処分の取消しの訴え

を提起できなくなります。） 



第１２号様式（第１７条関係） 
年  月  日 

 
 

開示の実施方法等申出書 
 
 
 独立行政法人 
 大学評価・学位授与機構長 殿 
 
                        氏名

フリガナ

：              印 
                    住所又は居所：〒               
                                           
                                           
                      電話番号：（   ）    －      
 
 
     年  月  日付け  第   号で通知のありました保有個人情報の開示決定につ

いて、次のとおり開示の実施を受けたいので、申し出ます。 
 
 
１．開示の実施方法について（希望する番号を○印で囲み、詳細を記入してください。） 
① 機構内における開示の実施を希望します。 
  実施希望日：    年  月  日    時  分 
       （※保有個人情報開示決定通知書の項目Ｆの日程の中から選択して記入してください。） 
② 写しの送付による開示の実施を希望します。 
  送付先：〒 
 
 

 
２．部分ごとに異なる開示の実施について 
 （上記のいずれも選択できる場合で、保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施

を希望する場合は、それぞれの部分を記入してください。） 

閲覧を希望する部分 

 
 
 
 

写しの送付を希望す
る部分 

 
 
 
 

 
３．一部開示の実施について 
 （開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を希望する場合は、その部分を記入

してください。） 

開示を希望する部分 

 
 
 
 
 

 
＊ この申出書は、保有個人情報開示決定通知書の項目Ｄの①に○印がついている場合で、開示

の実施方法を変更しないときは、改めて提出する必要はありません。 



第１３号様式（第２１条関係） 
年  月  日 

 
 

保有個人情報訂正請求書 
 
 
 独立行政法人 
 大学評価・学位授与機構長 殿 
 
 

請求者氏名
ふりがな

（本人又は法定代理人）： 

                        印 
請求者の住所又は居所： 

〒               
                              

電話番号：（      ）     －        
 
 
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第２８条

第１項の規定により、次のとおり請求します。 

訂正請求に係る保有個人情
報について 

１．訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日： 
     年  月  日 
 
２．その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項（保有個人情報が

記録されている法人文書の名称など） 
 
 

訂正請求の趣旨及び理由 
（できるだけ具体的に記載
してください。） 

 
 
 
 

 
○本人確認等欄 
１．訂正請求者   □ 本人  □ 法定代理人 

２．請求者本人確認書類 

□運転免許証  □健康保険被保険者証 □住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又はこれらの書類とみなされる外国人登録証明書注１ 

□その他（              ） 

 ※ 請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写しを添付してください。 

３．本人の状況等（法定代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 

 ア 本人の状況 □未成年者（    年  月  日生）  □成年被後見人 
      （ふりがな）                                 

 イ 本人の氏名                          

 ウ 本人の住所又は居所                      

４．法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提出してください。 

 請求資格確認書類  □戸籍謄本  □登記事項証明書  □その他（         ） 
 
（＊以下は記入不要） 
受理年月日 年  月  日 整理番号  

決定期限 年  月  日 受付担当  
 
＊ この請求書は、訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内に提出してく

ださい。 



【本人確認書類等について】 
 この請求書により保有個人情報の訂正を請求する場合は、当該訂正請求に係る保有個人情報の

本人又は本人の法定代理人であることを示す下記の書類等のうちいずれかを併せて窓口に提示し、

又は提出してください。 
 
１． 本人が請求する場合の添付書類等（この請求書に記載されている訂正請求者の氏名及び

住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されているものに限る。） 
ａ．運転免許証 
ｂ．健康保険の被保険者証 
ｃ．住民基本台帳法第３０条の４４第１項に規定する住民基本台帳カード 
ｄ．出入国管理及び難民認定法第１９条の３に規定する在留カード 
ｅ．日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

第７条第１項に規定する特別永住者証明書 
ｆ．その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、この請求書

により訂正請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの 
 
※ この請求書を当機構に送付して訂正を請求する場合には、次に掲げる書類のすべてを添

付して送付してください。 
・ 上記ａ～ｆのいずれかを複写機により複写したもの 
・ 本人の住民票の写し又は上記ａ～ｆの書類に記載された本人であることを示すものと

して当機構の長が適当と認める書類（開示請求をする日前３０日以内に作成されたも

のに限ります。なお、住民票の写しは市町村が発行する公文書であり、その複写物に

よる提出は認められません。） 
 
 
２． 本人の法定代理人が請求する場合の添付書類等 

・法定代理人自身に係る上記１に掲げる書類 
・戸籍謄本（訂正請求をする日前３０日以内に作成されたものに限ります。なお、戸籍謄

本その他法定代理人であることを証明する書類は、市町村等が発行する公文書であり、

その複写物による提出は認められません。） 
・その他その資格を証明する書類 

 
 
 
【注１】外国人登録証明書の使用について 

制度変更に伴う経過措置として、中長期在留者又は特別永住者が所持する外国人登録証明書

は、平成２３年政令第４２１号附則第２条により、次に掲げる日まで在留カード又は特別永住

者証明書とみなされるため、当該期限までは本人又は本人の法定代理人であることを示す書類

として引き続き使用可能です。 
①在留カードとみなされる期限（中長期在留者）： 

永住者は平成２７年７月８日、それ以外の者は在留期間の満了の日。ただし平成２４年

７月９日に１６歳未満の場合で１６歳の誕生日の方が早いときは、当該誕生日。これら

のほか、在留資格が「特定活動」の場合は例外あり。 
②特別永住者証明書とみなされる期限（特別永住者）： 

外国人登録証明書に記載されている旧外国人登録法に基づく次回確認（切替）申請期間

の始期である誕生日又は平成２７年７月８日のいずれか遅い日。ただし平成２４年７月

９日に１６歳未満の場合は１６歳の誕生日。 



第１４号様式（第２７条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報訂正決定通知書 
 
 
 （訂正請求者）  様 
 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
     年  月  日付けで申請のありました保有個人情報の訂正の請求については、下記

の法人文書に記録されている保有個人情報について    年  月  日付けで訂正すること

と決定しましたので、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５９号）第３０条第１項の規定により通知します。 
 
 

記 
 

訂正請求に係る保有個人情報
が記録されている法人文書の
名称 

 
 
 
 
 
 

訂正決定をする内容及び理由 

（訂正内容） 
 
 
 
 
（訂正理由） 
 
 
 
 

 
＊ この決定に不服がある場合には、行政不服審査法（昭和３７年法律第１３０号）第６条の規定により、この

決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、独立行政法人大学評価・学位授与機構長に対

して異議申立てをすることができます。（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内

であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合には異議申立てができなくなります。） 
  また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和３７年法律第１３９号)の規

定により、この決定があったことを知った日から６か月以内に、独立行政法人大学評価・学位授与機構長を被

告として、同法第１２条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、決定が

あったことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過した場合には処分の取消しの訴え

を提起できなくなります。） 
 



第１５号様式（第２７条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報不訂正決定通知書 
 
 
 
 （訂正請求者）  様 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
     年  月  日付けで申請のありました保有個人情報の訂正の請求については、訂正

しないことと決定しましたので、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第３０

条第２項の規定により、次のとおり通知します。 
 

訂正請求に係る保有個
人情報が記録されてい
る法人文書の名称 

 
 
 
 

訂正しない理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＊ この決定に不服がある場合には、行政不服審査法（昭和３７年法律第１３０号）第６条の規定により、この

決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、独立行政法人大学評価・学位授与機構長に対

して異議申立てをすることができます。（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内

であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合には異議申立てができなくなります。） 
  また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和３７年法律第１３９号)の規

定により、この決定があったことを知った日から６か月以内に、独立行政法人大学評価・学位授与機構長を被

告として、同法第１２条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、決定が

あったことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過した場合には処分の取消しの訴え

を提起できなくなります。） 
 



第１６号様式（第２９条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報訂正等決定延期通知書 
 
 
 
 （訂正請求者）  様 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
     年  月  日付けで申請のありました保有個人情報の訂正の請求については、独立

行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第３１条第２項

の規定により、次のとおり決定する期間を延長しましたので通知します。 
 

開示請求に係る保有個人情
報が記録されている法人文
書の名称 

 
 
 
 
 

延長後の決定期限 年  月  日 

延長する理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



第１７号様式（第３０条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報訂正等決定特例延期通知書 
 
 
 
 （訂正請求者）  様 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
     年  月  日付けで申請のありました保有個人情報の訂正の請求については、独立

行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号。以下「法」とい

う。）第３２条の規定により、次のとおり決定期限を延長しましたので通知します。 
 

訂正請求に係る保有個人情
報が記録されている法人文
書の名称 

 
 
 
 
 

法第３２条を適用する理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延長後の決定期限 年  月  日 
 
 



第１８号様式（第３１条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報の訂正請求に関する事案の移送について 
 
 
 
 （移送先機関長）  殿 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
    年  月  日付けで申請のありました保有個人情報の訂正請求については、独立行政

法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第  条第１項の規

定により、下記のとおり事案を移送しますので、よろしくお取り計らい願います。 
 
 

記 
 

訂正請求に係る
保有個人情報が
記録されている
法人文書名 

 
 
 
 
 
 

請求者名等 

氏名： 
 
住所： 
 
 
 
電話番号： 

添付資料等名 

 
 
 
 
 
 
 

備考 

 
 
 
 
 
 
 

 



第１９号様式（第３１条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報の訂正請求に関する事案の移送通知書 
 
 
 
 （訂正請求者）  様 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
    年  月  日付けで申請のありました保有個人情報の訂正請求については、独立行政

法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第  条第１項の規

定により、次のとおり事案を移送しましたので通知します。 
 

訂正請求に係る保
有個人情報が記録
されている法人文
書の名称 

 
 
 
 
 

事案の移送先の独
立行政法人等又は
行政機関 

 
 
 
 
 所在地： 
 
 
 ＴＥＬ：（    ）   － 
 

事案の移送をした
理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



第２０号様式（第３３条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報の訂正について 
 
 
 
 （保有個人情報提供先機関等の長）  殿 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
 （保有個人情報提供先機関等の長）に提供している下記の保有個人情報について、独立行政法

人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第３５条の規定により、

訂正することと決定したので通知します。 
 

記 
 

訂正に係る保有個人情報が記
録されている法人文書の名称 

 
 
 
 

当該保有個人情報の利用目的 

 
 
 
 
 

訂正の内容及び理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



第２１号様式（第３５条関係） 
年  月  日 

 
 

保有個人情報利用停止請求書 
 
 
 独立行政法人 
 大学評価・学位授与機構長 殿 
 
 

請求者氏名
ふりがな

（本人又は法定代理人）： 

                        印 
請求者の住所又は居所： 

〒               
                              

電話番号：（      ）     －        
 
 
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第３７条

第１項の規定により、次のとおり請求します。 

利用停止請求に係る保有個
人情報について 

１．利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日 
      年    月    日 
 
２．その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項（保有個人情報が

記録されている法人文書の名称など） 
 
 
 

利用停止請求に係る趣旨及
び理由 
（できるだけ具体的に記載
してください。） 

 
 
 
 

 
○本人確認等欄 

１．利用停止請求者   □ 本人  □ 法定代理人 

２．請求者本人確認書類 

□運転免許証  □健康保険被保険者証 □住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又はこれらの書類とみなされる外国人登録証明書注１ 

□その他（              ） 

 ※ 請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写しを添付してください。 

３．本人の状況等（法定代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 

 ア 本人の状況 □未成年者（    年  月  日生）  □成年被後見人 
      （ふりがな）                                 

 イ 本人の氏名                          

 ウ 本人の住所又は居所                      

４．法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提出してください。 

 請求資格確認書類  □戸籍謄本  □登記事項証明書  □その他（         ） 
 
（＊以下は記入不要） 
受理年月日 年  月  日 整理番号  

決定期限 年  月  日 受付担当  
 
＊ この請求書は、訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内に提出してく

ださい。 



【本人確認書類等について】 
 この請求書により保有個人情報の利用停止を請求する場合は、当該利用停止請求に係る保有個

人情報の本人又は本人の法定代理人であることを示す下記の書類等のうちいずれかを併せて窓口

に提示し、又は提出してください。 
 
１． 本人が請求する場合の添付書類等（この請求書に記載されている利用停止請求者の氏名

及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されているものに限る。） 
ａ．運転免許証 
ｂ．健康保険の被保険者証 
ｃ．住民基本台帳法第３０条の４４第１項に規定する住民基本台帳カード 
ｄ．出入国管理及び難民認定法第１９条の３に規定する在留カード 
ｅ．日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

第７条第１項に規定する特別永住者証明書 
ｆ．その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、この請求書

により訂正請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの 
 
※ この請求書を当機構に送付して利用停止を請求する場合には、次に掲げる書類のすべて

を添付して送付してください。 
・ 上記ａ～ｆのいずれかを複写機により複写したもの 
・ 本人の住民票の写し又は上記ａ～ｆの書類に記載された本人であることを示すものと

して当機構の長が適当と認める書類（開示請求をする日前３０日以内に作成されたも

のに限ります。なお、住民票の写しは市町村が発行する公文書であり、その複写物に

よる提出は認められません。） 
・ 上記ａ～ｅのいずれかを複写機により複写したもの 

 
 
２． 本人の法定代理人が請求する場合の添付書類等 

・法定代理人自身に係る上記１に掲げる書類 
・戸籍謄本（利用停止請求をする日前３０日以内に作成されたものに限ります。なお、戸

籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、市町村等が発行する公文書であ

り、その複写物による提出は認められません。） 
・その他その資格を証明する書類 

 
 
 
【注１】外国人登録証明書の使用について 

制度変更に伴う経過措置として、中長期在留者又は特別永住者が所持する外国人登録証明書

は、平成２３年政令第４２１号附則第２条により、次に掲げる日まで在留カード又は特別永住

者証明書とみなされるため、当該期限までは本人又は本人の法定代理人であることを示す書類

として引き続き使用可能です。 
①在留カードとみなされる期限（中長期在留者）： 

永住者は平成２７年７月８日、それ以外の者は在留期間の満了の日。ただし平成２４年

７月９日に１６歳未満の場合で１６歳の誕生日の方が早いときは、当該誕生日。これら

のほか、在留資格が「特定活動」の場合は例外あり。 
②特別永住者証明書とみなされる期限（特別永住者）： 

外国人登録証明書に記載されている旧外国人登録法に基づく次回確認（切替）申請期間

の始期である誕生日又は平成２７年７月８日のいずれか遅い日。ただし平成２４年７月

９日に１６歳未満の場合は１６歳の誕生日。 



第２２号様式（第４１条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報利用停止決定通知書 
 
 
 
 （利用停止請求者）  様 
 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
     年  月  日付けで申請のありました保有個人情報の利用停止の請求については、

下記の法人文書に記録されている保有個人情報について    年  月  日付けで利用停止

することと決定しましたので、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５９号）第３９条第１項の規定により通知します。 
 

記 
 

利用停止請求に係る保有個人
情報が記録されている法人文
書の名称 

 
 
 
 
 
 

利用停止決定をする内容及び
理由 

（利用停止決定の内容） 
 
 
 
 
（利用停止の理由） 
 
 
 
 
 

 
＊ この決定に不服がある場合には、行政不服審査法（昭和３７年法律第１３０号）第６条の規定により、この

決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、独立行政法人大学評価・学位授与機構長に対

して異議申立てをすることができます。（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内

であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合には異議申立てができなくなります。） 
  また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和３７年法律第１３９号)の規

定により、この決定があったことを知った日から６か月以内に、独立行政法人大学評価・学位授与機構長を被

告として、同法第１２条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、決定が

あったことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過した場合には処分の取消しの訴え

を提起できなくなります。） 
 
 



第２３号様式（第４１条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報不利用停止決定通知書 
 
 
 
 （利用停止請求者）  様 
 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
     年  月  日付けで申請のありました保有個人情報の訂正の請求については、訂正

しないことと決定しましたので、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５９号）第３９条第２項の規定により、次のとおり通知します。 
 

利用停止請求に係る保
有個人情報が記録され
ている法人文書の名称 

 
 
 
 

利用停止しない理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＊ この決定に不服がある場合には、行政不服審査法（昭和３７年法律第１３０号）第６条の規定により、この

決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、独立行政法人大学評価・学位授与機構長に対

して異議申立てをすることができます。（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内

であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合には異議申立てができなくなります。） 
  また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和３７年法律第１３９号)の規

定により、この決定があったことを知った日から６か月以内に、独立行政法人大学評価・学位授与機構長を被

告として、同法第１２条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、決定が

あったことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過した場合には処分の取消しの訴え

を提起できなくなります。） 
 



第２４号様式（第４３条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報利用停止等決定延期通知書 
 
 
 
 （利用停止請求者）  様 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
     年  月  日付けで申請のありました保有個人情報の利用停止の請求については、

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第４０条第

２項の規定により、次のとおり決定する期間を延長しましたので通知します。 
 

利用停止請求に係る保有個
人情報が記録されている法
人文書の名称 

 
 
 
 
 

延長後の決定期限 年  月  日 

延長の理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



第２５号様式（第４４条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

保有個人情報利用停止等決定特例延期通知書 
 
 
 
 （利用停止請求者）  様 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
     年  月  日付けで申請のありました保有個人情報の利用停止の請求については、

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第４１条の

規定により、次のとおり決定期限を延長しましたので通知します。 
 

訂正請求に係る保有個人情
報が記録されている法人文
書の名称 

 
 
 
 
 

法第４１条を適用する理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

延長後の決定期限 年  月  日 
 
 



第２６号様式（第４６条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
諮  問  書 

 
 
 情報公開・個人情報保護審査会長  殿 
 
                      独立行政法人 
                      大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第  条

第 項の規定に基づく決定について、下記のとおり異議申立てがありましたので、同法第４２条

第２項の規定に基づき諮問します。 
 

記 
 

A 
異議申立てに係る保有個人情
報が記録されている法人文書
の名称 

 
 
 

B 異議申立てに係る決定につい
て 

① 決定の種類（該当する□にレでチェックすること。）： 
 □開示       □部分開示     □不開示 
 □訂正       □不訂正 
 □利用停止     □利用不停止 
 □その他（不作為に対する異議申立て） 
 
② 文書記号番号及び決定日： 
 ○○第    号     年  月  日 
 
③ 決定の概要： 
 
 
 

C 異議申立ての内容等 

① 異議申立日：     年  月  日 
 
② 異議申立人： 
 
③ 異議申立ての趣旨： 
 
 
 

D 諮問の理由  
 

E 参加人等  
 

F 添付書類等 

① 保有個人情報に係る各種請求書（写し） 
② 保有個人情報に係る各種決定通知書（写し） 
③ 異議申立書（写し） 
④ 理由説明書 
⑤ 開示の実施を行った保有個人情報 
⑥ その他参考資料（第三者からの反対意見書等） 



第２７号様式（第４６条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する通知 
 
 
 
 （異議申立人等）  様 
 
 
                         独立行政法人 
                         大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
 
     年  月  日付けで異議申立てのありました件については、独立行政法人等の保有

する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第４２条第２項の規定に基づき下

記のとおり情報公開・個人情報保護審査会に諮問しましたので、同法第４３条の規定により通知

します。 
 

記 
 

異議申立てのあった保有個
人情報が記録されている法
人文書の名称又は内容 

 
 
 
 
 

諮問日・諮問番号      年  月  日 ・    諮問   号 

諮問の内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



第２８号様式（第４６条関係） 
  第     号 
  年  月  日 

 
 

異議申立てに対する決定通知書 
 
 
 
 （異議申立人等）  様 
 
 
                         独立行政法人 
                         大学評価・学位授与機構長 
                                         印 
 
     年  月  日付けで異議申立てのありました件については、下記のとおり決定しま

したので通知します。 
 

記 
 

異議申立てのあった保有個
人情報が記録されている法
人文書の名称又は内容 

 
 
 
 
 

異議申立てに対する決定 

 
 
 
 
 

決定の理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


